
世界難民の日 IN KANSAI 2021 
縮めませんか「心のディスタンス」

世界の難民情勢と日本の現状について

2021年６月20日（日）

安藤由香里



世界の難民情勢と日本の現状について

1. UNHCR保護対象者
2. ノン・ルフルマン原則
3. 補完的保護



UNHCR Global Report 2020, p.7. https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2020/pdf/GR2020_English_Full_lowres.pdf (2021.6.20)
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UNHCR保護対象者

UNHCR Global Report 2020, p.6. https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2020/pdf/GR2020_English_Full_lowres.pdf (2021.6.20)
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UNHCR Global Trends 2020, p.4. https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html (2021.6.20)
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令和3年3月31日法務省プレスリリース
http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00003.html(2021.6.20)
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http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html

難民の地位に関する条約（難民条約）

1951年7月28日 国連総会採択
1982年1月1日 日本効力発生

（2021.6.20)

1条A項（2）【難民の定義】
①人種、②宗教、③国籍もしくは④
特定の社会的集団の構成員であるこ
とまたは⑤政治的意見を理由に迫害
を受けるおそれがあるという十分に理
由のある恐怖を有するために、国籍国
の外にいる者



在留資格

出入国管理及び難民認定法(入管法)

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/263536_905911_misc.pdf（2021.6.20）



収容・退去強制手続

収容期限30日＋30日
（入管法41条1項）

収容期限の定めなし
（入管法52条5項）
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２．ノン・ルフルマン原則
(Non-Refoulement)

難民条約のノン・ルフルマン原則

33 条1項【追放及び送還の禁止】
締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍
もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意
見のためにその生命または自由が脅威にさらされるおそれのある
領域の国境へ追放しまたは送還してはならない。
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拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱
い又は刑罰に関する条約（拷問等禁止条約）

のノン・ルフルマン原則

1984年12月10日 国連総会採択
1999年7月29日 日本効力発生

3条1項
「締約国はいずれの者をも、その者に対する拷問が行われるお
それがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追
放し、送還し又は引き渡してはならない。」



市民的及び政治的権利に関する国際規約
（自由権規約)のノン・ルフルマン原則

1966年12月16日 国連総会採択
1979年9月21日 日本効力発生

7条【拷問又は残虐な刑の禁止】
「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を
傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。」



３．補完的保護

補完的保護(Complementary Protection)

条約難民として認められなかったが、国際的保護の必要な
者＝退去強制がもたらす重大な損害からの保護

国の裁量ではなく、法に基づく権利のため、人道的配慮
(在留特別許可)による保護とは異なる。



送還されると回復不能な重大な損害
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重大な損害のEU資格指令15(c)の無差別暴力の考え方

欧州庇護支援事務所https://www.easo.europa.eu/country-guidance-nigeria/334-indiscriminate-violence (2021.6.20)



ノン・ルフルマン原則の保護の範囲
自由権規約が最も保護があつい

自由権規約 ＞ 拷問等禁止条約 ＞ 難民条約

入管法53条3項 送還先
前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国（法務大臣が日本国の利益
又は公安を著しく害すると認める場合を除く。）
二 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
第三条第一項に規定する国
三 強制失踪そうからのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国
改正法案に自由権規約のノン・ルフルマン原則を規定する必要性←難民認定制度に関する
専門部会の提言

改正法案に自由権規約のノン・ルフルマン原則を規定する必要性←2014年難民認定制度
に関する専門部会の提言



収容・送還に関する専門部会
（委員）
部会⾧ 安冨 潔 慶応義塾大学名誉教授
委員 明石 純一 筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授

大橋 秀夫 医師
川村 真理 杏林大学総合政策学部教授
髙橋 直哉 中央大学大学院法務研究科教授
髙宅 茂 日本大学危機管理学部教授
寺脇 一峰 弁護士
野口 貴公美 一橋大学大学院法学研究科教授
宮崎 真 弁護士
柳瀬 房子 特定非営利活動法人難民を助ける会会⾧

（オブザーバー）
川内 敏月 国連難民高等弁務官駐日事務所副代表

（敬称略，五十音順，令和元年１０月２１日時点）
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/nyuukokukanri09_00054.html
(2021.6.20)

http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/nyuukokukanri03
_00001.html(2021.6.20)



入管法改正案 2021年2月19日閣議決定

新旧対照条文 http://www.moj.go.jp/isa/content/001341291.pdf
(2021.6.20)

法律案 http://www.moj.go.jp/isa/content/001341292.pdf
(2021.6.20)

法律案要綱 http://www.moj.go.jp/isa/content/001341290.pdf
(2021.6.20)

理由 http://www.moj.go.jp/isa/content/001342071.pdf
(2021.6.20)

http://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/index.html (2021.6.20)

野党案 2021年2月18日提出 (下にドラッグするとPDFがあります）
https://cdp-japan.jp/news/20210217_0768 (2021.6.20)



出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案（第204回国会提出）
に関する2021年4月9日付け国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

の見解 概要（2021年4月9日）

https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2021/04/Executive-
Summary-20210409-UNHCR-Comments-on-ICRRA-Bill-
Japanese.pdf?fbclid=IwAR2LcuPXptzoBUhO6nJsAOBk8WVxcg8i9BLq3hWDvCWEo7E
u4qKn29o_3bs (2021.6.20)



入管法改正法案に関する国連移住者の人権に関する特別報告者、恣意的
拘禁作業部会、思想信条の自由に関する特別報告者、拷問及び他の残虐

な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する
特別報告者の共同声明 2021年3月31日（仮訳）

https://hrn.or.jp/wpHN/wp-
content/uploads/2021/04/e315f47598caf32d41ca36db213c0592.pdf (2021.6.20)



まとめ

１．UNHCR保護対象者は9200万人

２．ノン・ルフルマン原則は最後の砦

３．補完的保護は迫害不要



ご清聴ありがとうございました。

安藤由香里
https://yukariando.jimdofree.com


